
大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年１月１７日 

 

大田市長 

 

大田市規則第１号 

大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

（平成２１年大田市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第２項中「減免又は」を「減額又は」に改め、同条に次の

１項を加える。 

３ 市長が別に定める場合における使用料の減額又は免除については、

前２項に規定する手続によらずに行うことができる。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


